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(57)【要約】
【課題】防水防塵構造の表示装置内の温度上昇を抑止す
る表示装置及び屋外競技用表示装置を提供する。
【解決手段】表示盤が収納される筐体を有する表示装置
であって、筐体は表示盤より上側に設けられる熱気を溜
める空間部を有し、表示盤が取り付けられる筐体の正面
部と反対側に位置する筐体の背面部の上側に、空間部に
溜まった熱気を放熱する放熱板を取り付け、更に放熱板
の背面部より外側の位置に第一の遮光板を設け、筐体の
正面部の表示盤より上側に第二の遮光板を設ける。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示盤が収納される筐体を有する表示装置であって、
　前記筐体は前記表示盤より上側に設けられる熱気を溜める空間部を有し、
　前記表示盤が取り付けられる前記筐体の正面部と反対側に位置する前記筐体の背面部の
上側に、前記空間部に溜まった熱気を放熱する放熱板を取り付ける
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置であって、
　前記放熱板の背面部より外側の位置に第一の遮光板を設ける
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の表示装置であって、
　前記筐体の正面部の前記表示盤より上側に第二の遮光板を設ける
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一つに記載の前記表示装置を用いることを特徴とする
屋外競技用表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示盤を収納する表示装置及びその表示装置を用いた屋外競技用表示装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋外競技用表示装置に用いられる表示盤（例えば、磁気反転方式の表示盤など）を搭載
した表示装置は、表示盤の前にガラス板などが設けられた防水防塵構造の筐体に収納され
ている。そのためガラス板に太陽光が当たると、例えば、ガラスと表示盤との間の空気の
温度が外気温より５０度も上昇するため、防水防塵構造の表示装置内の空気の温度が高温
になり、表示盤に不具合が生じることがある。そこで、従来は表示装置内の温度上昇を防
ぐため、表示装置の筐体に吸気口と排気口を設けるとともに、表示装置内に空気を攪拌さ
せる電動ファンを設け、吸気口から外気を表示装置内に吸い込み、表示装置内に溜まった
熱気を排気口から排出し、表示装置内の気温を下げている。特許文献１を参照。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１６５０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の表示装置は筐体に吸気口と排気口を設けているため
、表示装置を防水防塵構造にできない。また、防水防塵構造の表示装置内に電動ファンを
設けた場合、表示装置内の空気は攪拌されるが、表示装置内の温度上昇を防ぐことはでき
ない。
【０００５】
　本発明の一側面に係る目的は、防水防塵構造の表示装置内の温度上昇を抑止する表示装
置及び屋外競技用表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る一つの形態である、表示盤が収納される筐体を有する表示装置は、空間部
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と放熱板とを有する。
【０００７】
　表示装置の筐体は、表示盤より上側に設けられる熱気を溜める空間部を有する。また、
表示装置の筐体には、表示盤が取り付けられる筐体の正面部と反対側に位置する筐体の背
面部の上側に、空間部に溜まった熱気を放熱する放熱板が取り付けられる。
【０００８】
　また、放熱板の背面部より外側の位置に第一の遮光板を設ける。また、筐体の正面部の
表示盤より上側に第二の遮光板を設ける。
　また、屋外競技用表示装置に上記表示装置を用いてもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　防水防塵構造の表示装置内の温度上昇を抑止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】屋外競技用表示システムの一例を示す図である。
【図２】屋外競技用表示装置の一例を示す図である。
【図３】表示装置の一例を示す正面斜視図と背面斜視図である。
【図４】表示装置の構造の一例を示す正面分解図と背面分解図である。
【図５】表示装置の効果を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下図面に基づいて実施形態について詳細を説明する。
　図１は、屋外競技用表示システムの一実施例を示す図である。図１に示す屋外競技用表
示システム１は、屋外競技用表示装置２と制御装置３と端末装置４とを有するシステムで
ある。
【００１２】
　屋外競技用表示装置２は、一つ以上の表示装置６を有する。表示装置６は、例えば、磁
気反転方式の表示盤７などを有する。図２は、屋外競技用表示装置の一例を示す図である
。図２の屋外競技用表示装置２は、複数の表示装置６と発電用受光部１５とを有する。図
２では、屋外競技用表示装置２は、表示装置６を二段（上段、下段）に積み重ねて用い、
表示装置６を３２個（２行×１６列）有する。なお、表示装置６の用途の一例として、チ
ーム名表示（文字の表示）、スコア表示（数字の表示）、判定表示（文字や数字や記号や
絵の表示）、選手や審判の名前表示（文字の表示）などを表示させることが挙げられる。
発電用受光部１５は、太陽光を受光して発電した電力を、屋外競技用表示装置２に供給す
る。
【００１３】
　制御装置３（コンピュータ）は、屋外競技用表示装置２と専用通信線５ａを介して接続
され、端末装置４と通信ネットワーク５ｂを介して接続される。制御装置３は、表示盤７
に表示させる表示内容を示す表示情報を端末装置４から受信すると、表示情報に基づいて
表示盤７の有する磁気反転表示素子を駆動制御させる駆動制御情報を生成し、生成した駆
動制御情報を表示装置６へ送信する。
【００１４】
　端末装置４は、ユーザにより入力された表示内容に基づいて表示情報を生成し、生成し
た表示情報を制御装置３へ送信する。また、端末装置４は、制御装置３から送信された情
報を受信する。表示情報は、例えば、屋外競技用表示装置２がスコアボードとして使用さ
れる場合、ユーザにより入力されたチーム名、スコア、判定、選手や審判の名前などの表
示内容に基づいて生成される。
【００１５】
　専用通信線５ａ、通信ネットワーク５ｂは、有線又は無線などを用いた通信を示してい
る。なお、制御装置３と屋外競技用表示装置２と端末装置４との接続は、図１に示す接続
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に限定されない。
【００１６】
　制御装置３の構成について説明する。
　制御装置３は、バス８に対して、制御部９、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０、Ｒ
ＯＭ（Read Only Memory）１１、記録媒体１２、入出力インタフェース１３、通信インタ
フェース１４が接続される。
【００１７】
　制御部９は、ＲＡＭ１０に格納されたプログラムを実行する。また、制御部９は、例え
ば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、マルチコアＣＰＵ、プログラマブルなデバイ
ス（ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）やＰＬＤ（Programmable Logic Device
）など）を用いて構成された回路である。ＲＯＭ１１は、ＲＡＭ１０に格納されるプログ
ラムを記憶する不揮発性の記憶装置である。記録媒体１２は、例えば、ＨＤＤ（Hard Dis
k Drive）や半導体メモリや光学式ディスク（例えば、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（D
igital Versatile Disc））などである。また、記録媒体１２には、屋外競技用表示装置
２を制御するプログラムが記録されている。なお、ＲＡＭ１０、ＲＯＭ１１、記録媒体１
２は、いずれもコンピュータが読み取り可能な有形の記憶媒体の一例である。これらの有
形な記憶媒体は、信号搬送波のような一時的な媒体ではない。
【００１８】
　入出力インタフェース１３は、図１では、専用通信線５ａを介して表示盤７と接続され
、制御部９で生成された駆動制御情報を表示盤７へ送信する。
【００１９】
　通信インタフェース１４は、図１では、通信ネットワーク５ｂを介して端末装置４と接
続され、端末装置４で生成された表示情報を制御部９へ送信する。
【００２０】
　表示装置６について説明する。
　図３は、表示装置の一例を示す正面斜視図と背面斜視図である。図４は、表示装置の構
造の一例を示す正面分解図と背面分解図である。図５は、表示装置の効果を説明するため
の図である。図５のＡは従来の表示装置の構造を示す側面断面図（概略図）である。図５
のＢは図３、図４に示した表示装置６の構造を示す側面断面図（概略図）である。
【００２１】
　なお、図３、図４、図５は、表示装置６を二段に積み重ねて用いた図である。すなわち
、下段の表示装置６の筐体３１（図２の下段表示装置に相当）の上面部３２に別の表示装
置６（図２の上段表示装置に相当）を載せた状態を示している。
【００２２】
　表示装置６は、筐体３１（本体）を有している。筐体３１は、例えば、中空の立方体形
状であることが望ましい。また、筐体３１の材質は、例えば、金属又は樹脂であることが
望ましい。
【００２３】
　筐体３１の正面側に位置する正面部３３には、透光板３４と表示盤３５（図１の７に相
当）とが取り付けられ、筐体３１の背面側に位置する扉３６（背面部）には、放熱板（図
４参照）と遮光板３７（第一の遮光板）とが取り付けられ、筐体３１の表示盤３５より上
側の位置には空間部３８と遮光板３９（第二の遮光板）とが設けられている。
【００２４】
　正面部３３には、表示盤３５の正面において開口する正面開口部が設けられている。
　透光板３４は、例えば板状で透光性を有する部材で、表示盤３５の前方に所定距離を設
け、防水防塵構造を維持するように正面開口部に取り付けられる。また、透光板３４の材
質は、例えば、ガラスや透明樹脂などである。なお、透光性とは、入射する光の少なくと
も一部が透過する状態をいう。
【００２５】
　表示盤３５は、複数の磁気反転表示素子を有し、制御装置３から送信された駆動制御情
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報に応じて、磁気反転表示素子が駆動制御される。表示盤３５は、一つ以上の文字、数字
、記号などを表示する。また、表示盤３５は、透光板３４の後方に所定距離を設けるよう
に正面開口部に取り付けられる。
【００２６】
　透光板３４と表示盤３５との間に所定距離を設ける理由は、透光板３４と表示盤３５と
の間（空間）に生じる熱気を、空間部３８に流すためである。すなわち、この空間は、熱
気を上側に流す流路となる。
【００２７】
　扉３６（背面部）は、例えば板状の部材で、正面部３３と反対側の位置に開口する背面
開口部に、水防塵構造を維持するように取り付けられる。
【００２８】
　遮光板３７は、例えば板状の部材で、図４に示す放熱板４１の背面部より外側の位置に
、放熱板４１に接触しないように扉３６に取り付けられる。遮光板３７の扉３６への取り
付けは、例えば、間隔ボルトなどの支柱部材を用いる。
【００２９】
　遮光板３７を取り付ける理由は、放熱板４１及び扉３６に太陽光が直接当たらないよう
にするためである。言い換えると、放熱板４１及び扉３６に太陽光が直接当たると、放熱
板４１及び扉３６が熱せられ、空間部３８に溜っている空気の温度が更に上昇することに
なるため、遮光板３７を設け、空間部３８に溜っている空気の温度上昇を防止する。
【００３０】
　また、遮光板３７を取り付けるもう一つの理由は、遮光板３７と扉３６との間（空間）
に煙突効果による対流を生じさせ（遮光板３７の下側から上側へ空気を循環させ）、循環
させた空気により放熱板４１の熱を放熱（図５のＢを参照）させるためである。
【００３１】
　空間部３８は、表示盤３５より上側に設けられる熱気を溜める空間である。すなわち、
透光板３４と表示盤３５との間（空間）に生じた熱気を溜める空間である。
【００３２】
　遮光板３９は、例えば板状の部材で、筐体３１の正面部３３の表示盤３５より上側の部
分（正面部３３の空間部３８に対応する部分）に、正面部３３に接触しないように取り付
けられる。遮光板３９の正面部３３の上側への取り付けは、例えば、間隔ボルトなどの支
柱部材を用いる。遮光板３９は、化粧板として用いることもできる。図３、図４では「１
」が描かれている。
【００３３】
　遮光板３９を取り付ける理由は、正面部３３の空間部３８に対応する部分に太陽光が直
接当たらないようにするためである。言い換えると、正面部３３の空間部３８に対応する
部分に太陽光が直接当たると、正面部３３の空間部３８に対応する部分が熱せられ、空間
部３８に溜っている空気の温度が更に上昇することになるため、遮光板３９を設け、空間
部３８に溜っている空気の温度上昇を防止する。
【００３４】
　また、遮光板３９を取り付けるもう一つの理由は、遮光板３７と正面部３３の空間部３
８に対応する部分との間（空間）に煙突効果による対流を生じさせ（遮光板３９の下側か
ら上側へ空気を循環させ）、循環させた空気により正面部３３の空間部３８に対応する部
分から熱を放熱（図５のＢを参照）させるためである。
【００３５】
　放熱板４１は、表示盤３５が取り付けられる筐体３１の正面部３３と反対側に位置する
筐体３１の扉３６（背面部）の上側に取り付けられ、空間部３８に溜まった熱気を放熱す
る部材である。図４では、放熱板４１の扉３６への取り付けは、扉３６の上側に貫通孔３
６ａを設け、この貫通孔３６ａに放熱板４１を嵌合させるとよい。なお、放熱板４１の周
囲には、貫通孔３６ａとの間の隙間における防塵防水のために、シール材等を設けるとよ
い。しかし、放熱板４１の取り付けは、上記取り付けに限定されない。また、放熱板４１
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は、例えば、熱伝導率がよい金属などを用いることが望ましい。
【００３６】
　このように、空間部３８、放熱板４１、遮光板３７、遮光板３９を表示装置６に設ける
ことで、防水防塵構造の表示装置６内の温度上昇を抑止できる。すなわち、表示装置６の
表示盤７より上側に設けられる空間部３８に熱気を溜め、筐体３１の正面部３３と反対側
に位置する筐体３１の扉３６の上側（扉３６（背面部）の空間部３８に対応する部分を含
む位置）に取り付けられた放熱板４１から放熱することで、防水防塵構造の表示装置６内
の温度上昇を抑止できる。
【００３７】
　また、放熱板４１の扉３６より外側の位置に遮光板３７を設けることで、放熱板４１及
び扉３６に太陽光が直接当たらないようにし、遮光板３７と扉３６との間（空間）に煙突
効果による対流を生じさせ、循環させた空気により放熱板４１の熱を放熱させることで、
更に防水防塵構造の表示装置６内の温度上昇を抑止できる。
【００３８】
　また、筐体３１の正面部３３の表示盤７より上側に遮光板３９を設けることで、正面部
３３の空間部３８に対応する部分に太陽光が直接当たらないようにし、正面部３３と遮光
板３９との間（空間）に煙突効果による対流を生じさせ、循環させた空気により正面部３
３の空間部３８に対応する部分から熱を放熱させることで、更に防水防塵構造の表示装置
６内の温度上昇を抑止できる。
【００３９】
　また、防水防塵構造の表示装置６内の温度上昇を抑止できるため、温度上昇により生じ
る表示盤７の不具合を防止することができる。この表示盤７の不具合は、例えば、磁気反
転方式の表示盤に取付けられる反転翼の変形、この反転翼に貼り付けられたシートの変形
、変色等である。
【００４０】
　複数の表示装置６を用いた場合の効果について説明する。
　防水防塵構造の表示装置６を図３、図４、図５のＢに示した二段構造にすることで、図
５のＡに示した従来の表示装置より温度上昇を抑止できる。
【００４１】
　従来、複数の表示装置６を用いる場合、図５のＡに示すように二つの表示盤７を一つの
筐体５１（本体）に取り付けているため、太陽光で暖められた下段側で生じた熱気が上段
の表示盤７側に上昇し、筐体５１の上側には上下段で生じた熱気が集まり高温となる。こ
れにより上段の表示盤７は使用温度範囲を超えてしまうため、表示盤７に不具合が発生す
ることがある。
【００４２】
　そこで、図５のＢに示すように表示盤７ごとに筐体を分離（上段の筐体３１と下段の筐
体３１に分離）することで、上段で生じた熱気は上段の筐体３１の上側に集め、下段で生
じた熱気は下段の筐体３１の上側には集めるようにし、熱気が上段の筐体３１の上側に集
まらないようにする。すなわち、熱気を分散させる。
【００４３】
　また、上下段の筐体３１にはそれぞれ空間部３８と放熱板４１と遮光板３７と遮光板３
９が設けられているため、上下段の筐体３１内の温度上昇を抑止できる。
【００４４】
　更に、空間部３８に溜った熱気を更に効率よく放熱する方法として、図５のＢに示すよ
うに放熱板４１の筐体３１側から空間部３８の方向へ突出する熱伝導率のよい放熱部材４
１ａを放熱板４１に接続し、放熱部材４１ａを介して空間部３８に溜った空気の熱を放熱
板４１に伝導させることで、放熱板４１の放熱の効率を向上させる。放熱部材４１ａは、
例えば、放熱板４１に斜めに固定した板状の部材やヒートパイプなどが考えられる。
【００４５】
　なお、表示装置６の筐体３１の外側又は内側に断熱効果を有する部材又は塗料を用いる
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ことで、更に防水防塵構造の表示装置６内の温度上昇を抑止できる。
【００４６】
　また、本発明は、以上の実施の形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲内で種々の改良、変更が可能である。
【符号の説明】
【００４７】
　１　屋外競技用表示システム
　２　屋外競技用表示装置
　３　制御装置
　４　端末装置
　５ａ　専用通信線
　５ｂ　通信ネットワーク
　６　表示装置
　７　表示盤
　８　バス
　９　制御部
１０　ＲＡＭ
１１　ＲＯＭ
１２　記録媒体
１３　入出力インタフェース
１４　通信インタフェース
１５　発電用受光部
３１　筐体
３２　上面部
３３　正面部
３４　透光板
３５　表示盤
３６　扉
３６ａ　貫通孔
３７、３９　遮光板
３８　空間部
４１　放熱板
４１ａ　放熱部材
５１　筐体
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